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弁護士登録後４半世紀が過ぎた今でも、初めて一人で法律相談を担当した
時のドキドキ感を忘れられない。今回、主として若手弁護士を対象とした書
籍の企画をいただき、類書が多い分野であることから、新たに何某か有意な
内容を付加することができるだろうかと悩んだが、若手弁護士に限らず、法
律相談に関し、実際に困ることの多い事項を厳選し、実践的な書籍にするこ
とができれば、法律相談に不安を感じ、困っている弁護士の助けになるかも
しれないと思い、編集・執筆を引き受けることとした。
このような経緯から、実践的で、実際に活用していただけるよう、取り上

げた「困りごと」は、体系やバランスを気にせず、執筆にあたってくれた若
手弁護士に、実際に取り上げたものの倍程度の数をピックアップしてもらっ
たうえで、必要性を５段階で評価した合計点の上位100項目である。また、
各項目において結論を端的に示し、解説はできる限り短くして、全体をコン
パクトなものに抑えることで、常に手元に置き、相談前・相談中に短時間で
参照できるようにした。さらに、本書独自の試みとして、対面・電話・Web
等、法律相談のシチュエーションごとの困りごとへの対応方法を、独立の章
を設けて取り上げている。加えて、中堅・ベテラン弁護士の経験談をコラム
の形で配置し、法律相談の実際やどんな工夫をしてきたかを忌憚なく執筆し
てもらうことで、若手を中心に、広く法律相談を担当する弁護士の研鑽・努
力の参考となるようにした。
これらの工夫により、その目的がどこまで達成できたかは今後の評価に委

ねるほかはないが、執筆には神奈川県弁護士会法律相談センター運営委員会
の委員である弁護士と同弁護士らの事務所所属・出身の弁護士があたってお
り、相談所の運営で得たノウハウが反映されていると自負している。また、
公設事務所への赴任経験のある弁護士に複数参加してもらい、弁護士登録後
短期間で各種の法律相談に対応してきた経験を大いに活かしてもらった。
　多忙な中、協力いただいたこれらの執筆者に敬意を表するとともに、企画
を提供いただき、出版にいたるまでご支援・ご助言をいただいた学陽書房の
大上真佑氏に、この場をお借りし、心から感謝申し上げる。
　　令和５年 11月

編著者　狩 倉 博 之　
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不安だ！

　知らないことを聴かれたら、どうしよう……

　時間が足りなくなったら……

　間違ったことを答えてしまったら……

　できないことを依頼されたら断れるだろうか……

　相談者に怒られないだろうか……
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「なぜ困るのか？」
想定外のことが起きる
時間が足りない
対応に自信が持てない

「対策のポイント」
相談したことに意味を持たせる
リスクを回避する
「経験値を上げる機会だ」と前向きにとらえる

「具体的な方策」
確信が持てないことは言わない
次に何をすればよいかを伝える
できる限りのことをする
自ら対応のハードルを上げない
後悔はせず、反省する

　 〝不安を解消〞できるよう、
 以下の方針で解説します！ 
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電話だけで一度も会わずに受任してもよいか？

依頼者に会い、面談したうえで受任することが望ましいが、電話
相談のみで受任せざるを得ない場合もありうる。

案件を受任するにあたっては、事実関係を聴き取り、それに基づく見通し
や方針を立てて相談者に説明し、方針について相談者の了解を得たうえで、
弁護士報酬等の委任契約の内容についても了解を得る必要がある。相談者に
おいて、対面でなくとも弁護士の説明を理解したうえで了解することができ
るのであれば、相談者に会うことなく受任することも可能ではある。
また、相談者の居住地が遠方である場合や相談者が高齢で法律事務所まで

来ることができない場合、また、コロナ禍のような場合もあり、電話相談の
みで受任することが必要な場合はある。
ただし、事実関係の確認、見通しや方針の立案は、対面でも１回では難し

い場合があり、委任契約の内容の確認も電話限りでは難しく、相談者が正確
に理解できていない場合があるので、後日、トラブルになる可能性がある。
一般的には、コミュニケーションの方法としては、電話は対面に劣るもの

といえる。そのため、電話相談で受任の方向である旨は伝えつつ、面談が可
能であれば面談のうえで受任することが望ましい。遠方等でどうしても対面
が難しい場合でも、Webを利用したリモートでの相談を試みたり、方針や
委任契約の内容を書面にまとめて相談者に送ったりして、委任契約の内容等
を十分に確認してもらったうえで受任することが適当である。
なお、債務整理事件において必要な依頼者との「面談」にリモート相談は

含まれないと解されており（債務整理規程３条１項・２項）、注意を要する。
（井上志穂・狩倉博之）
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リモート相談での注意点は？

事前に映像・音声等の確認を行うとともに、リモート相談の特性
に配慮した話し方や画面共有の活用等、コミュニケーション上の
工夫を心がける。
通信トラブルが発生した場合、電話相談に切り替えるといった柔
軟な対応をとるようにする。

（１）事前準備

通信状況・機材・設定の問題で相談に支障が生じないよう、アプリケーショ
ン（Zoom・Teams等）のテスト通話機能を用いて、通信状況や映像・音声の
設定に問題がないかを事前に確認しておく。守秘義務違反を防ぐため、他の
案件の記録等が映り込んでいないか、周囲の会話をマイクが拾っていないか
といった点には十分に注意する。

（２）相談中に心がけること

リモート相談では、発言が聞き手に届くまでにわずかながらタイムラグが
あり、話を始めるタイミングがつかみにくく、弁護士と相談者の発言が重なっ
てしまうことがある。話の切れ目や質問を受けるタイミングを明確にすると
よい。映像という電話にはない強みを活かすため、身振りや表情を活用した
り（対面時よりもメリハリを付ける）、画面共有機能で同じ書類を見ながら話
したりといったことが有効である（事前にメール等で資料を受領しておけば、
弁護士の側が操作して画面共有することができる）。
他方で、リモート相談は、対面相談と比べ、録音・録画されていることが把
握しにくく、また、相談者の周囲に他の者がいたとしても、それに気付くこ
とは難しいため、回答は一般論にとどめるといった配慮が必要な場合がある。
相談中に通信トラブルが発生した場合、その旨を口頭やチャット機能を利
用して相談者に伝え、電話相談に切り替えるとか、別日に再度相談を実施す
るといった柔軟な対応をとるようにする。 （中川原弘恭・中野智仁）
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慰謝料に関して聴くべきことは？

①婚姻期間、②当事者の有責性の有無と程度、③未成熟子の有無、
④当事者の資産・収入といった慰謝料算定の考慮要素に関係する
事実を聴くべきである。特に、離婚の原因となる相手方の有責性
を基礎づける事実とそれを証明する証拠の有無については、十分
に確認しておく必要がある。

（１）離婚慰謝料の考慮要素

離婚慰謝料の算定にあたり主として考慮要素となるのは、①婚姻期間、②
当事者の有責性の有無と程度、③未成熟子の有無、④当事者の資産・収入等
である。各要素に関係する事実を聴いたうえで、事実を証明できる資料の有
無を確認しておく。

（２）有責性の有無と程度

上記の要素のうち、②の有責性については、その有無と程度が当事者間で
争いになる可能性が高いため、詳しく事情を聴く必要がある。代表的な有責
性のある行為としては、不貞行為や暴力といった不法行為があげられる。不
貞行為の場合には、不貞行為の相手方、不貞の回数・期間等の事実、暴力の
場合には、その事実と程度、相談者の受傷の有無と程度等の事実について、
証明できる証拠があるかを確認する必要がある。
なお、相手方のみでなく、相談者の側に有責性がなかったかについても、

可能な範囲で確認しておくとよい。ただし、初期の相談時点では、相談者が
疑われているとの認識を持つ可能性があるので、無理をして聴くようなこと
は控えるべきであろう。 （秋本佳宏・杉原弘康）
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婚姻費用に関して聴くべきことは？

婚姻費用算定表を利用するうえで必要となる夫婦双方の年収額を
聴取する。そのうえで、算定額を修正することになる可能性のあ
る住宅ローンの負担に関して、負担の有無と負担者・居住者を確
認する。また、遡って多額の支払を要する場合があるので、義務
者の支払能力についても確認しておくとよい。

（１）住宅ローンの考慮

婚姻費用の算定においても養育費と同様に婚姻費用算定表（裁判所のホー
ムページに掲載されている）が用いられており、夫婦の年収額を算定表にあて
はめることで算定されている。まずは、夫婦それぞれの年収額を聴取する必
要がある。
住宅ローンの負担により算定表に基づく算定が修正されることがある。
①残ローンのある住宅の居住者が婚姻費用分担の権利者で、ローンの支払
を婚姻費用の分担義務者が行っている場合、権利者は住居費用の負担がない
一方で、義務者は自らの住居費用に加え権利者の住居費用も負担しているた
め、義務者の負担する婚姻費用の分担額は、算定表に基づいて算定される金
額よりも減額される可能性がある。
これに対し、②居住者が義務者で、権利者がローンの支払を行っている場
合、権利者はローンの負担をしながら自身の住居費用も負担しなければなら
ないので、婚姻費用の分担額が増額される可能性がある。相談時には、住宅
ローンの有無と負担者、住居の居住者を確認しておく必要がある。
婚姻費用算定表の年収の考え方や算定表の基準を修正すべき事情について
は、Ｑ58の養育費の場合も参照されたい。

（２）婚姻費用分担の始期

いつの時点から婚姻費用を支払う必要があるかについて、審判手続では請
求時とされることが多い（東京高決平成28年９月14日判タ1436号113頁）。婚姻
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認知症で判断能力がない相続人がいたら？

相続人の一部に判断能力を欠く者がいる場合、そのままでは遺産
分割が成立しても無効となってしまうので、家庭裁判所で同人に
成年後見人を選任してもらい、成年後見人との間で遺産分割を成
立させる必要がある。

（１）成年後見人選任の必要性

遺産分割も法律行為である以上、相続人が認知症で判断能力がない状態で
成立した遺産分割は無効である（民法3条の２）。
相続人の中に判断能力を欠く者がいる場合に遺産分割を行うためには、家
庭裁判所により判断能力を欠く相続人に成年後見人を選任してもらう必要が
ある。成年後見人選任の申立ては配偶者または四親等内の親族が行うことが
できるが（民法７条）、裁判所所定の書式による診断書の添付が必要となる
ため、判断能力がない相続人の監護にあたっている親族でないと同診断書を
取得することは困難であり、同親族による申立てないしは申立てへの協力が
必要となる。
申立人となる親族がいない場合には、市区町村長による申立て（老人福祉

法32条）を検討することになる。

（２）成年後見人が選任されない場合

後見開始の申立てにあたっては必要となる書類が多く、時間と手間を要す
ること、成年後見人には裁判所への定期報告等の負担があること、遺産分割
が成立した後も本人の判断能力が回復しない限りは後見事務が継続すること
等から、これらの負担を懸念し、親族が申立てに協力してくれない場合があ
る。
このような場合、相続人の中に判断能力を欠く者がいること、親族による

申立てがなされないことを付記したうえで、家庭裁判所に遺産分割調停ない
しは審判の申立てを行い、裁判所を通じて選任を促してもらうことが考えら
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れる。それでもなお申立てがなされない場合には、家庭裁判所と協議のうえ、
特別代理人の選任（家事法19条１項）を検討することになる。

（３）遺産分割の内容

成年後見人は本人に対して善管注意義務を負い（民法869条・644条）、家庭
裁判所の監督に服すことから、成年後見人は、法律上、本人が得られるはず
の遺産を確保しなければならない。成年後見人が選任された相続人に対して
は、少なくとも法定相続分に相当する額以上の遺産を取得させなければなら
なくなることが一般的である。 （小川拓哉・狩倉博之）
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法律相談体験記 10  依頼者に経済的には利益のない依頼

相談者が求める経済的利益よりも弁護士費用が多額となることが見込まれる件
について、受任を求められることがある。
弁護士は依頼者の利益の実現を図る立場にある以上、弁護士費用のほうが多額
であることが見込まれる場合、受任については消極的な立場であるべきであろう。
しかし、経済的にマイナスが出てしまっても、弁護士に依頼することで依頼者に
無形の利益が生じる場合もある。筆者が経験した事例では、訪問販売被害に度々
遭っている高齢者の方が、３万円で購入してしまった物品について代金の返還を
求めたいという事案であったが、相談者としては３万円よりも高額な費用がかかっ
たとしても、問題が生じれば弁護士に依頼するということを示す意味で、今後の
被害を防止するという無形の利益を得られうる事案であった。
このような無形の利益を想定しうる事案においては、受任に過度に消極的にな
る必要はないと考える。 （杉原弘康）


